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大阪市も頑張ってはいるのですが･･････ 

 経済、雇用情勢の悪化等を背景に、野宿生活を余儀なくされる者が増加し、公共施設

の不法占拠事例も増加し、野宿生活者自身も地域の方々も不安な生活を送っており、市

内各所で地域住民と野宿生活者との間で種々の人権上の摩擦も生じるなど、深刻な社会

問題となっています。 

 このため、平成１１年２月には関係省庁と大阪市をはじめ関係自治体で構成する「ホ

ームレス問題連絡会議」が設置され、同年５月に「ホームレス問題に対する当面の対応

策について」が取りまとめられました。 

 大阪市では、この「当面の対応策」を基本指針として、野宿生活者問題に関する施策

を総合的かつ円滑に推進するため、平成１１年７月に市長を本部長とする「大阪市野宿

生活者対策推進本部」を設置し、本部に部会（自立支援事業部会・雇用創出促進部会・

保健医療対策部会・地域環境整備部会）を設け、巡回相談や自立支援センター・仮設一

時避難所の整備・運営等の野宿生活者の自立支援策に取り組んでいます。 

 また、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が平成 14年８月７日に施

行され、本市においても、国・府等と連携をとりながら、野宿生活者（ホームレス）の

自立に向け、誰もが住みよいまちづくりを進めてまいります。 

１．巡回相談の実施 

 巡回相談員が市内各所を巡回して野宿生活者に、生活・健康・悩み等の面接相談を実

施し、高齢者・病弱者等については、福祉事務所等関係機関との連携の下で福祉的援護

を行うとともに、就労意欲・能力がある者等については、自立支援センターへの入所依

頼を行っています。 

◆巡回相談実績（平成１１年８月～１５年８月末現在） 

・巡回相談面接件数 

新規面接７，６８９件 再面接９，９６１件 合計（延べ）１７，６５０件 

・自立支援センターへの入所依頼１，７５９件 

・受診及び施設入所等の支援１，６１４件 

２．自立支援センターの運営（平成１５年８月末現在） 

 野宿生活者を一定の期間宿泊させ、健康診断、生活相談・指導等を行うとともに、公

共職業安定所との密接な連携の下で職業相談・斡旋等を行い、就労による自立を支援し

ています。 

自立支援センター大淀（平成１２年１０月 ２日開所） 定員 100人・延入所者数 535人 

 自立支援センター西成（平成１２年１１月 ６日開所） 定員 80人・延入所者数 632人 

 自立支援センター淀川（平成１２年１２月２５日開所） 定員 100人・延入所者数 592人 
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自立支援センター入所は野宿状態で 2 ヶ月待ち 

国の基本方針に「就業機会の提供」はなく、即効薬は？ 



 4 

NPO釜ヶ崎通信・広報版 

2003(平成 15)年 10月 10日
号 http://www.npokama.org 

npokama@npokama.org 

郵便振り込み口座 
口座番号＝00900-1-147702 
口座名＝釜ヶ崎支援機構 

 

社会の暖か さ の共有 を  
 野宿生活者に対する思いは人それぞれでしょうが、野宿生活者が増え続ける社会、野

宿生活者が存在し続ける社会は、誰にとっても生きにく

い社会になっているといえます。野宿生活者の自立支援

センター建設に反対し、生活保護適用に反対し、テント

を張ることにも反対する。それではなにも変わらないこ

とは、誰が考えても明かです。行政機関は、「市民の

目」、に縛られ身動きとれないといいます。野宿生

活者自立支援対策に、もっと頑張れの声を、多くの

方から大阪市に伝えて下さるようお願いいたします。 
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